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平成 27 年９月９日 

各  位 

リ ア ル コ ム 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  龍  潤 生 

（コード番号：3856 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 ： 取 締 役  吉 永 正 紀 

電話： 0 3 - 6 8 6 4 - 4 0 0 1（代表） 

 

 

「内部統制基本方針」の改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 5 月 1 日に「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)」および 

「会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成 27 年法務省令第 6 号)」が施行されたことを踏まえ、 

「内部統制基本方針」を改定することを、本日開催の取締役会において決議いたしましたので、下記の通り、 

改定後の内容をお知らせいたします。 

 

記 

 

内部統制基本方針 
 

 

１． 当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社及び子会社においては、企業の役員・使用人は、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員として

の企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められる。当社及び

子会社は、このような認識に基づき、社会規範・倫理そして法令などの遵守及び反社会的勢力排除のため

の基本方針の策定等により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図る。 

② 当社及び子会社の役員は、この実践のため経営理念及び行動規範に従い、当社グループ全体における企業

倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行う。 

③ 法令・定款等のコンプライアンスについては、管理部門責任者が責任者となり、当社グループの組織横断

的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。 

 

２． 当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社及び子会社は、経営理念、行動規範の実践的運用と徹底を行う体制を構築するとともに、反社会的勢

力排除の基本方針を遵守する体制を構築する。また、代表取締役及び業務執行を担当する取締役に、従業

員に対するコンプライアンス教育・啓発を行わせる。 

② 当社及び子会社の役員・従業員は、当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関

する重要な事実を発見した場合、管理部門責任者または代表取締役に報告するものとする。管理部門責任

者は、当該報告された事実についての調査を指揮・監督し、代表取締役と協議のうえ、必要と認める場合

適切な対策を決定する。 

③ 法令違反を未然に防ぐため、コンプライアンス・ホットラインとして「内部通報制度」を整備し全従業員

への周知を図る。当該内部通報制度は、常勤監査役及び社外の弁護士を通報先とし、通報者の希望により

匿名性を保障するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。 

④ 重要な通報については、その内容と会社の対応状況・結果について、適切に当社グループの役員・従業員

に開示し、周知徹底する。 
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⑤ 代表取締役は、内部監査部門を統括する。内部監査部門は、代表取締役の指示に基づいて、業務執行状況

の内部監査を行う。 

 

３． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 取締役は、職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む）その他の重要な情報を、社内規程に基づい

て、それぞれの担当職務に従い適切に保存かつ管理する。 

(1) 株主総会議事録と関連資料 

(2) 取締役会議事録と関連資料 

(3) 取締役会が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録または指示事項と関連資料 

(4) 取締役を決定者とする決定書類及び付属書類 

(5) その他取締役の職務に関する重要な文書 

② 管理部門責任者は、上記①における情報の保存及び管理を監視・監督する責任者（以下「統制監視責任者」

という）となる。 

③ 統制監視責任者の業務執行を円滑に行うため、必要に応じて社外の弁護士に助言を求める。 

④ 上記①に定める文書は、少なくとも 10 年間保管するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 

 

４． 当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

① 当社及び子会社の取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆる

リスク（不確実性）に対処すべく、常勤取締役に対して、経営会議において決定された施策の実践的運用

を委嘱する。 

② 当社及び子会社の経営会議において、当社グループの組織横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題

点の把握及び危機発生時の対応を行う。 

③ 経営計画の執行の最高責任者である代表取締役は、経営戦略・経営計画の策定や戦略的アクションの意思

決定に必要な経営戦略リスクのアセスメントを行い、当社及び子会社の取締役会等における経営判断に際

してこれを重要な判断材料として提供する。 

④ 上記の他、以下のリスクにおける事業の継続を確保するための体制を整備する。 

(1) 地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク 

(2) 役員・従業員の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障をきたすリスク 

(3) 基幹 IT システムが正常に機能しないことにより重大な損害を被るリスク 

(4) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク 

 

５． 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 当社及び子会社の取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、当社の取締役のうち１名以上は社外取締役

とし、子会社についても、重要度及び支配比率等に鑑み、社外取締役の選任を検討する。 

② 当社及び子会社の取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役及びその他の業務執行を担当する

取締役等の職務分掌に基づいて、代表取締役及び各業務担当取締役に業務の執行を行わせる。 

③ 代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委任された事項については、組織

規程及び職務権限規程に定める機関または手続きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改廃・

職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すべきものとする。 

④ 当社の取締役会は、当社グループ全体について統括をし、その事業計画の効率的な運営と監視・監督の体

制の整備を行う。 



3 

 

６． 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループとして

の業務の適正と効率性を確保するために必要な、規範・規則を当社グループの規程として整備する。 

② 当社グループの業務執行の状況については、定期的に取締役会または経営会議に報告されるものとする。 

③ 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、随時子会社から業務執行の状況の報告を求めるものとする。 

④ 当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし、適切なもので

なければならない。 

⑤ 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、それぞれの職務分掌に従い、グループ会社が適切な内部統

制システムの整備を行うよう指導する。これには代表取締役がグループ各社の取締役に対し、取締役の職

務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について指導することを含む。 

⑥ 内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を実施または統括し、当社グループの業務全般にわたる

内部統制の有効性と妥当性を確保する。内部監査の年次計画、実施状況及びその結果は、その重要度に応

じて取締役会等の所定の機関に報告されなければならない。 

⑦ 監査役が、監査役自らまたは監査役会を通じて当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・

監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人及び内部監査部門との緊密な連携等適格な体制を構築する。 

 

７． 財務報告の信頼性を確保するための体制 

財務報告の信頼性を確保するために、以下のとおり「財務報告の基本方針」を定める。 

「財務報告の基本方針」 

(1) 適正な会計処理の実施 

当社及び子会社は、会計処理に係る法令及び会計基準等に適合した内容の経理規程及び会計関連諸規

則等を制定し、必要に応じてこれを改定・整備する。また、役員及び全従業員がこれを理解し遵守す

るよう、社内情報ネットワークへの掲載等を通じて周知徹底を図る。 

(2) 内部統制の有効性の確保 

・当社及び子会社は、金融商品取引法の内部統制に関する規定に則り、財務報告の適正性を確保する

ため、財務報告の信頼性に影響を与える可能性のある事象を抽出し、これを分析・評価し、不備等

の存在が判明した場合には、必要に応じて関連規程や業務プロセスを修正する等、適宜内部統制シ

ステムの改善を図る。 

・当社及び子会社は、内部統制システムの整備・運用を進める際には、IT 環境を踏まえたうえでこ

れを実施する。 

(3) 信頼性のある財務報告を実現するための体制 

当社及び子会社は、代表取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、適正な内部統制報告書

の提出を通じて、信頼性のある財務報告を開示することに全社を挙げて取り組む。 

 

８． 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指

示の実効性の確保に関する事項 

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、必要に応じて監査役の業務補助のための監査スタ

ッフを置く。 

② 取締役からの独立性を確保するため、監査スタッフの人事については、取締役は監査役の意見を尊重する。 

③ 監査スタッフは、監査役の業務を補助するに際しては、専ら監査役の指揮命令に従うものとする。 
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９． 当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する

体制及び監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制 

① 当社及び子会社の代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時そ

の担当する業務の執行状況の報告を行う。 

② 当社及び子会社の代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、発見次第速

やかに監査役に対して報告を行う。 

(1) 会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの 

(2) 会社の業績に大きく影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの 

(3) 社内外への環境、安全、衛生または製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、またはその恐れの

あるもの 

(4) 行動規範への違反で重大なもの 

(5) その他上記(1)～(4)に準じる事項 

③ 当社及び子会社の役員・従業員は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または監査役が当社グループ

の業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。 

④ 当社及び子会社において内部通報制度による通報があった場合、その報告者に対し、報告を理由とした不

利な取扱いは行わない旨を当社及び子会社のコンプライアンス・ホットラインとして規程に定めて徹底す

る。 

 

10. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる

費用又は償還の処理に係る方針に関する事項その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための

体制 

① 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ず

る費用または債務の処理は、監査役からの申請に基づき適切に行う。 

② 監査役の過半数は社外監査役とし、対外的な透明性を担保する。 

③ 監査役は、代表取締役との定期的な意見交換を持つこととし、また内部監査部門と密接な連携を保つ。さ

らに、監査役は、会計監査人から会計監査結果について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連

携を図る。 

④ 監査役会は、独自に意見形成をするため、また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、

公認会計士、コンサルタントその他外部のアドバイザーを活用することができる。 

 

以 上 


